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【手続補正書】
【提出日】平成30年4月26日(2018.4.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　（ａ）銅含有量が９０質量％を超え、
　　（ｂ）銅箔の積層面の（Ｒｍａｘ－Ｒｚ）／Ｒｚが０．９未満であり、
　　（ｃ）２００℃×１時間のアニール処理後の引張強度低下率が１５％未満であり、お
よび
　　（ｄ）表面処理銅箔の（１１１）面、（２００）面、（２２０）面および（３１１）
面の組織係数の総和に対する、表面処理銅箔の（２００）面および（２２０）面の組織係
数の総和が５０％を超え、表面処理銅箔の（１１１）面、（２００）面、（２２０）面お
よび（３１１）面の各自の組織係数は、２００℃×１時間のアニール処理後のレジスト面
におけるＸ線回折強度の測定から算出され、前記引張強度は、室温で２９～３９ｋｇ／ｍ
ｍ2の範囲である、表面処理銅箔。
【請求項２】
　　前記積層面の表面粗さ（Ｒｚ）は、０．７～３．０μｍの範囲である、請求項１に記
載の表面処理銅箔。
【請求項３】
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　　前記積層面のニッケル含有量は、５００μｇ／ｄｍ2未満である、請求項１に記載の
表面処理銅箔。
【請求項４】
　　前記２００℃×１時間のアニール処理後の（１１１）面の組織係数（ＴC（１１１）
）は、１．０未満である、請求項１に記載の表面処理銅箔。
【請求項５】
　　前記２００℃×１時間のアニール処理後の（２００）面の組織係数（ＴC（２００）
）は、１．０を超える、請求項１に記載の表面処理銅箔。
【請求項６】
　　前記レジスト面の表面粗さは、２．２μｍ未満である、請求項１に記載の表面処理銅
箔。
【請求項７】
　　前記銅箔の厚さは、３５～２１０μｍの範囲である、請求項１に記載の表面処理銅箔
。
【請求項８】
　　前記銅箔の厚さは、３５～７０μｍの範囲である、請求項７に記載の表面処理銅箔。
【請求項９】
　　銅ノジュール層をさらに含む、請求項１に記載の表面処理銅箔。
【請求項１０】
　　２層の請求項１に記載の表面処理銅箔と、前記２層の請求項１に記載の表面処理銅箔
の間に積層された複合フィルムと、を含む、フレキシブル銅張り積層板。
【請求項１１】
　　前記複合フィルムは、２層の熱可塑性フィルムと、前記２層の熱可塑性フィルムの間
に挟まれたポリイミドと、を含む、請求項１０に記載のフレキシブル銅張り積層板。
【請求項１２】
　　離間された２層の表面処理銅箔を提供する工程、
　　前記離間された２層の表面処理銅箔の間に複合フィルムを設置する工程、および、
　　前記２層の表面処理銅箔と前記複合フィルムを約３００℃～４００℃の温度範囲で約
２分間ホットプレスで供給し、２層のフレキシブル銅張り積層板を形成する工程、
　を含む、請求項１０に記載のフレキシブル銅張り積層板を製造する方法。
【請求項１３】
　　前記銅張り積層板をエッチングして、回路を形成する工程をさらに含む、請求項１２
に記載の方法。
【請求項１４】
　　前記回路は、無線充電式フレキシブルプリント回路基板のコイルである、請求項１３
に記載の方法。
【請求項１５】
　　請求項１に記載の表面処理銅箔を含む、無線充電受信器。
【請求項１６】
　　前記受信器は、スマートフォン、タブレット、ウェアラブルデバイス、自動車、産業
機械およびそれらの組み合わせからなる群から選択される一種である、請求項１５に記載
の無線充電受信器。
【請求項１７】
　請求項１に記載の表面処理銅箔を含む、無線充電送信器。
【請求項１８】
　　机、会議用テーブル、コーヒーテーブル、空港用座席、劇場用座席、飛行機および自
動車のうちの少なくとも１つに組み込まれた、請求項１７に記載の無線充電送信器。
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